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 水質検査計画の内容 

 

１．基本方針 

  

   ２．水道事業の概要 

    

３．原水及び浄水の水質状況 

   

４．検査地点 

    

５．水質検査項目と検査頻度 

   

６．臨時の水質検査 

   

７．水質検査方法 

    

８．水質検査計画及び結果の公表 

   

９．関係者との連携  

 

１０．その他水質検査計画の実施に配慮すべき事項 

 

 

 

   

 

 

１．基本方針  

  安全な水を安定して供給することは水道事業者の使命である。このため、水道

法で義務付けられた水質基準に適合しているかを判断するために水質検査計画

を策定し、その結果について公表、広く市民にご理解いただくことを目的とする。 

 

 

（１）検査地点 

浄水場内の給水栓及び配水系統毎の末端給水栓（蛇口）で行います。その他、
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佐賀西部広域水道企業団からの水道水も同様に行います。（図-１） 

（２）検査項目 

   水道法施行規則第１５条第１項第１号に義務付けられている毎日検査と水

質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。 

（３）検査頻度 

   水道法に基づく毎日検査は、1日 1回行います。水質基準項目の検査は、概

ね月１回行う項目については月１回、その他の項目については概ね３ヶ月に１

回とします。 

 

 

２．水道事業の概要  

  お客様にお届けする水道水は、武雄市が管理運営を行なう渕ノ尾浄水場・第

２浄水場・大野浄水場と佐賀西部広域水道企業団が管理運営を行なう嘉瀬川浄

水場で作られています。 

 

 

（１）武雄市の給水状況 （平成２４年度末）        

  ①給水区域面積      １９５．４４ k㎡          

②給水人口         ５０，５９３ 人         

  ③給水普及率        ９９.６ ％             

  ④一日最大配水量   １８，８０１ ㎥        

  ⑤一日平均配水量   １６，２２４ ㎥      

 

         

（２）施設の概要 給水区域：武雄地区 

施 設 名 渕ノ尾浄水場 第２浄水場 永島配水池 

 

水  源 

 

六角川水系 

六角川表流水（渕ノ尾

ダム） 

松浦川水系 

鳥海川表流水（踊瀬ダ

ム） 

松浦川水系 

川古川表流水 

本部ダム放流水 

佐賀西部広域水道企

業団 

主な 

給水区域 

 

武雄町、朝日町、橘町、

東川登町、西川登町 

若木町、武内町、朝日

町、武雄町、橘町、 

北方町（杉岳・白仁田） 

武雄町、朝日町、橘町、

東川登町、西川登町 

 

渕の尾浄水場 
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主な浄水 

処理方式 

前塩素処理、薬品沈殿、 

急速ろ過、後塩素処理 

前塩素処理、薬品沈

殿、 

急速ろ過、後塩素処理 

塩素消毒 

使用薬品 

凝集剤 

消毒剤 

その他 

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 

次亜塩素酸ソーダ 

粉末活性炭 

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 

次亜塩素酸ソーダ 

粉末活性炭 

苛性ソーダ 

 

次亜塩素酸ソーダ 

 

 

（３）施設の概要 給水区域：山内地区 

施 設 名 大野浄水場 

 

水  源 

松浦川水系 

狩立川表流水（狩立・日ノ峯

ダム） 

主な 

給水区域 

山内町  

主な浄水 

処理方式 

前塩素処理、薬品沈殿、 

急速ろ過、後塩素処理 

 

主な使用

薬品 

凝集剤 

消毒剤 

その他 

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 

次亜塩素酸ソーダ 

粉末活性炭 

苛性ソーダ 

 

  

（４）施設の概要 給水区域：北方地区 

施 設 名 大峠配水池 

水  源 佐賀西部広域水道企業団 

主な 

給水区域 

北方町（杉岳、白仁田除く） 

主な浄水 

処理方式 

塩素消毒 

主な使用薬

品消毒剤 

 

次亜塩素酸ソーダ 

 

 

 

 
大峠配水池 

 
大野配水池 
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３．原水及び水道水の状況  

<武雄地区> 

松浦川水系の鳥海川と六角川水系の六角川（矢筈ダム）から取水した水を踊瀬

ダム・渕ノ尾ダムに貯水し、渕ノ尾浄水場で浄水して武雄町・朝日町・橘町・東

川登町・西川登町に給水しています。また、松浦川水系川古川（本部ダム）から

取水した水を第２浄水場で浄水し、若木町・武内町・朝日町・武雄町・橘町・北

方町（杉岳、白仁田）に給水しています。これとは別に佐賀西部広域水道企業団

から浄水した水を受水し、武雄町・朝日町・橘町・東川登町・西川登町に給水し

ています。 

<山内地区> 

松浦川水系の狩立川（狩立・日ノ峯ダム）から取水した水を大野浄水場で浄水 

した水を給水しています。 

 <北方地区> 

佐賀西部広域水道企業団から浄水した水を受水し給水しています。 

 

原水の状況として、原水の汚染要因及び水質管理上注目しなければならない項 

目を示しました。 

 

（１）原水の状況 

河川名 

 

項目 

六角川水系 

六角川 

松浦川水系 

鳥海川、岡方川 

狩立川、川古川 

 佐賀西部広域水道企

業団 受水 

 

原水の汚染要

因 

降雨時による濁水 

藻類の発生 

油類等による汚染 

流入河川等の影響 

降雨時による濁水 

藻類の発生 

油類等による汚染 

流入河川等の影響 

 流入水の残留塩素 

 

 

水質管理上注

目すべき項目 

濁度、ｐＨ値 

臭気物質 

濁度、ｐＨ値 

臭気物質 

 配水残留塩素 

臭気物質 

 

（２）水道水の状況 

  水道水は、これまでの検査結果によると水質基準を十分に満たしていることか

ら、安全で良質な水であると言えます。 

 

４．検査地点（図－１参照） 

（１）給水栓 

  水質基準による検査は、配水系統ごとに、市内２０箇所を設定し検査を行いま
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す。毎日検査については、市内８箇所を設定し検査を行います。 

 

（２）浄水場・配水池及び水源 

  浄水処理が適正に行われていることを確認するために浄水場と配水池の出口 

を検査地点とします。また、水源については、渕ノ尾ダム・庭木取水場・若木取 

水場・仙平堰取水場を検査地点とします。 

 

５．水質検査項目と検査頻度  

（１）水質基準が適用される給水栓 

ア 水質検査項目 

    法令に基づく水質検査表（１）の水質基準項目５０項目の検査を行ないま 

す。また、法令に基づく水質検査表（２）の項目についても検査を行います。 

  イ 検査頻度 

    法令に基づく水質検査表（１）の項目№1,2,37,45,46,47,48,49,50につ 

いては、市内２０箇所で、月 1回行います。 

    法令に基づく水質検査表（１）の項目の内、その濃度が基準値の 1/10以 

下の場合は３年に 1回、1/5以下の場合は年に 1回まで検査頻度を緩和でき  

る項目についても、水が安定し良好であることを確認するため、検査頻度を

減らさず年４回、市内１６箇所で検査を行います。 

    法令に基づく水質検査表（２）の項目については、1日 1回市内８箇所で

検査を行います。 

（２）その他 

ア 水質検査項目 

    水質基準とするには至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど水 

質管理上、留意すべき項目として設定された水質管理目標設定項目についは、

水質基準に準じ、必要な項目については表（３）・（５）のとおり検査を行い

ます。また、指標菌・クリプトスポリジウム・ジアルジアなどの項目につい

てもより安全を確認するため、表（４）のとおり検査を行います。 

 

６．臨時の水質検査  

  水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質 

検査を行います。 

① 源の水質が著しく悪化したとき 

② 源に異常があったとき 

③ 源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行している 

とき 

  ④浄水過程に異常があったとき 
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  ⑤配水管の大規模な工事を行ったとき 

  ⑥その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき 

  ⑦その他特に必要があると認められるとき 

 

７．水質検査方法  

  水質検査表（２）の項目については、自己検査を行うとともに検査地区を選定

し、居住されている市内の住民の方に委託します。ただし、表（１）、（３）、（４）、 

（５）の項目については、水道法第２０条第３項の規定により検査業務を委託し

ます。 

 

 

 

８．水質検査計画及び結果の公表  

 水質検査計画や水質検査結果については、武雄市のホームページで公開します。 

また、武雄市役所の行政資料閲覧コーナー及び上下水道部で閲覧できます。 

 

９．関係者との連携  

  水源で水質汚染事故が発生した場合には、河川管理者（国土交通省武雄河川事 

務所、武雄土木事務所）、杵藤保健福祉事務所、本市関係課（環境課、農林課、 

建設課、下水道課等）及び他の事業体等と情報交換を図りながら現地調査を行い、 

連携して対策を講じます。 

 

１０．その他水質検査計画の実施に配慮すべき事項  

（１）水質検査結果の評価 

  水質検査結果を基準値と比較し、法令に適合した水質であることを確認します。 

水質検査結果が水質基準を超過又は超えるおそれがあるときは、直ちに原因究明 

を行い対応します。 

（２）水質検査計画の見直し 

  市民の皆様に安全で安心な水道水を供給するため、各水質検査項目の検査結果、 

科学的知見に基づく情報等を考慮し、翌年度の水質検査計画を作成します。 

（３）水質検査の精度と信頼性保証について 

  検査項目は、多種多様にわたり、その測定も極微量レベルです。本市では、水 

質検査の測定値の信頼性を確保するため、水質検査については、水道法第２０条 

第３項の規定による検査能力が十分であり、制度管理がなされている地方公共団 

体の機関又は厚生労働大臣の指定するものに委託します。 

 

 



検査回 省略

給水栓 浄水 受水 原水 数の減 可否

1 一 般 細 菌 100個/ml以下 12 12 12 1

2 大 腸 菌 検出されないこと 12 12 12 1

3 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.003mg/ℓ以下 4 4 4 1

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005mg/ℓ以下 4 4 4 1

5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/ℓ以下 4 4 4 1

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/ℓ以下 4 4 4 1 注４

7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/ℓ以下 4 4 4 1 注３

8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.05mg/ℓ以下 4 4 4 1 注４

9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04mg/ℓ以下 4 4 4 1

10 シア ン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン 0.01mg/ℓ以下 4 4 4 1 不可

11 硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 10mg/ℓ以下 4 4 4 1

12 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 0.8mg/ℓ以下 4 4 4 1

13 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 1.0mg/ℓ以下 4 4 4 1

14 四 塩 化 炭 素 0.002mg/ℓ以下 4 4 4 1

15 １ ． ４ - ジ オ キ サ ン 0.05mg/ℓ以下 4 4 4 1

16
ｼ ｽ 1.2 ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 及 び
ﾄ ﾗ ﾝ ｽ 1.2 ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ

0.04mg/ℓ以下 4 4 4 1

17 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02mg/ℓ以下 4 4 4 1

18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/ℓ以下 4 4 4 1

19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/ℓ以下 4 4 4 1

20 ベ ン ゼ ン 0.01mg/ℓ以下 4 4 4 1

21 塩 素 酸 0.6mg/ℓ以下 4 4 4 －

22 ク ロ ロ 酢 酸 0.02mg/ℓ以下 4 4 4 －

23 ク ロ ロ ホ ル ム 0.06mg/ℓ以下 4 4 4 －

24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 0.04mg/ℓ以下 4 4 4 －

25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0.1mg/ℓ以下 4 4 4 －

26 臭 素 酸 0.01mg/ℓ以下 4 4 4 － 注３

27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1mg/ℓ以下 4 4 4 －

28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0.2mg/ℓ以下 4 4 4 －

29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.03mg/ℓ以下 4 4 4 －

30 ブ ロ モ ホ ル ム 0.09mg/ℓ以下 4 4 4 －

31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0.08mg/ℓ以下 4 4 4 －

32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1.0mg/ℓ以下 4 4 4 1

33 ｱ ﾙ ﾐ ﾆ ｳ ﾑ 及 び そ の 化 合 物 0.2mg/ℓ以下 4 4 4 1

34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3mg/ℓ以下 4 4 4 1

35 銅 及 び そ の 化 合 物 1.0mg/ℓ以下 4 4 4 1

36 ナ ト リ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 200mg/ℓ以下 4 4 4 1 無機物（味）

37 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0.05mg/ℓ以下 4 4 4 1 金属（着色）

38 塩 素 物 イ オ ン 200mg/ℓ以下 12 12 12 1 概ね1ヶ月に1回以上 注１ 不可 その他（味）

39 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 300mg/ℓ以下 4 4 4 1

40 蒸 発 残 留 物 500mg/ℓ以下 4 4 4 1

41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.20mg/ℓ以下 4 4 4 1 有機物（発泡）

42 ジ ェ オ ス ミ ン 0.00001mg/ℓ以下 4 4 4 1 藻類等の発生時期

43 ２ － メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル 0.00001mg/ℓ以下 4 4 4 1 に併せて月1回以上

44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.02mg/ℓ以下 4 4 4 1 有機物（発泡）

45 フ ェ ノ ー ル 類 0.005mg/ℓ以下 4 4 4 1 有機物（臭気）

46 有 機 物 （ 全 有 機 炭 素 (Toc) の 量 ） 3.0mg/ℓ以下 12 12 12 1 その他（味）

47 Ph 値 5.8以上8.6以下 12 12 12 1

48 味 異常でないこと 12 12 12 － その他

49 臭 気 異常でないこと 12 12 12 1 （基礎的性状）

50 色 度 5度以下 12 12 12 1

51 濁 度 2度以下 12 12 12 1

7

消毒副生成物

法 定 検 査 回 数

概ね３ヶ月に1回以上

概ね３ヶ月に1回以上

注２

注２

不可

注２

不可

概ね3ヶ月に1回以上

注１　　自動連続測定・記録をしている場合、概ね3ヶ月に1回以上とすることができる。

病原微生物

金属類

不可

注１

注３

注３

注４

無機物（味）

一般有機物

無機物

概ね1ヶ月に1回以上

注２

不可

　　　　であると認められる場合、省略できる。

注３　　当該事項についての過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らか

注２

注２　　水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去3年間における当該事項に

不可

　　　　についての検査結果が、基準値の１/5以下であるときは、概ね1年に1回以上と、１/10以下であるときは、概ね3年に1回以上とすることができる。

不可

注4　　当該事項についての過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況並びに薬品及び資機材等の使用状況を勘案

　　　　し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略できる。

№ 基  準  値
測 定 頻 度 （回/年）

有機物（カビ臭）

備        考

性
状
に
関
す
る
項
目

健
康
に
関
す
る
項
目

項　　　目　　　名

表 (１)　  水質基準項目及び検査頻度

金属（着色）

注３

不可

注３

不可

概ね1ヶ月に1回以上



　表 (２)　　毎日検査項目及び検査頻度

測定頻度

（回/年）

色 異常でないこと 365

濁り 異常でないこと 365

残留塩素 0.1mg/ℓ以上 365

　表 (３)　　　水質管理目標設定項目及び検査頻度

ｍｇ/L

目０１ アンチモン及びその化合物 0.015以下

目０２ ウラン及びその化合物 0.002以下

目０３ ニッケル及びその化合物 0.01以下

目０４ 亜硝酸態窒素 0.05以下

目０５ １，２－ジクロロエタン 0.004以下

欠番

欠番

目０８ トルエン 0.4以下

目０９ フタル酸ジ-２-エチルヘキシル 0.1以下

目１０ 亜塩素酸 0.6以下

欠番

目１２ 二酸化塩素 0.6以下

目１３ ジクロロアセトニトリル 0.001以下

目１４ 抱水クローラル 0.02以下

目１５ 農薬類 １以下＊＊

目１６ 残留塩素 １以下

目１７ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 10以上、100以下

目１８ マンガン及びその化合物 0.01以下

目１９ 遊離炭酸 20以下

目２０ １，１，１－トリクロロエタン 0.3以下

目２１ メチル-ｔ-ブチルエーテル 0.02以下

目２２ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3以下

目２３ 臭気強度(TON) 3以下

目２４ 蒸発残留物 30以上、200以下

目２５ 濁度 1度以下

目２６ ｐH値 7.5程度

目２７ 腐食性（ランゲリア指数）
－１程度以上とし、

極力0に近づける

目２８ 従属栄養細菌 2000以下

目２９ １，１ジクロロエチレン 0.1以下

目３０ アルミニウム及びその化合物 0.1以下

＊＊ ：農薬類の目標値は、検出値と目標値との比の総和で、その値が1以下であることを示します。

　表 (４)　　　その他独自の検査項目及び検査頻度

1 指標菌 原水監視

2 クリプトスポリジウム・ジアルジア 〃

3 生物等 〃

1 1 1

1

4

1

若　木
取水場

4

1

仙平堰
取水場

1 1

踊  瀬
取水場

4

1

必要により

検査頻度　（回/年）

原　　　水

庭　木
取水場

4

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

- - -

1 1 1 1

-

1

- - - - - -

- -

1

-

1 1 1 1 1 1

- - - - -

-

- - - - - -

- - - - -

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

渕の尾
浄水場

第　２
浄水場

渕の尾
ダ　ム

大　野
浄水場

11 1 1

若　木
取水場

仙平堰
取水場

1

項　　　目　　　名 基準値

水道法施行規則
第１５条第1項第1号による

備　　　　　　　　　　　　　考

浄　　　水

検査頻度　（回/年）

原　　　水

番号 項目 設定理由

番号 項目
目標値
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目標値 目標値

（ｍｇ/Ｌ） （ｍｇ/Ｌ）

1 チウラム 殺菌剤 0.02 52 メフェナセット 除草剤 0.02

2 シマジン（CAT） 除草剤 0.003 53 プレチラクロール 除草剤 0.05

3 チオベンカルブ 除草剤 0.02 54 イソプロカルブ(MIPC) 殺虫剤 0.01

4 1,3-ジクロロプロペン(D-D) 土壌薫蒸 0.002 55 チオファネートメチル 殺菌剤 0.3

5 イソキサチオン 殺虫剤 0.008 56 テニルクロール 除草剤 0.2

6 ダイアジノン 殺虫剤 0.005 57 メチダチオン（DMTP) 殺虫剤 0.004

7 フェニトロチオン(MEP) 殺虫剤 0.003 58 カルプロパミド 殺菌剤 0.04

8 イソプロチオラン(IPT) 殺菌剤・殺虫剤 0.3 59 ブロモブチド 除草剤 0.1

9 クロロタロニル(TPN) 殺菌剤 0.05 60 モリネート 除草剤 0.005

10 プロピザミド 除草剤 0.05 61 プロシミドン 殺菌剤 0.09

11 ジクロルボス(DDVP) 殺虫剤 0.008 62 アニロホス 除草剤 0.003

12 フェノブカルブ(BPMC) 殺虫剤 0.03 63 アトラジン 除草剤 0.01

13 クロルニトロフェン(CNP)  　注） 除草剤 0.0001 64 ダラポン 除草剤 0.08

14 CNP-アミノ体 ― ― 65 ジクロベニル（DBN) 除草剤 0.01

15 イプロベンホス(IBP) 殺菌剤 0.008 66 ジメトエート 殺虫剤 0.05

16 EPN 殺虫剤 0.004 67 ジクワット 除草剤 0.005

17 ベンタゾン　　注） 除草剤 0.2 68 ジウロン（DCMU) 除草剤 0.02

18 カルボフラン(ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ代謝物） 殺虫剤 0.005 エンドスルファン

19 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D) 除草剤 0.03 (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ、ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）

20 トリクロピル 除草剤 0.006 70 エトフェンプロックス 殺虫剤 0.08

21 アセフェート 殺虫剤 0.08 71 フェンチオン（MPP) 殺虫剤 0.001

22 イソフェンホス　　注） 殺虫剤 0.001 72 グリホサート 除草剤 2

23 クロルピリホス 殺虫剤 0.003 73 マラソン(ﾏﾗﾁｵﾝ） 殺虫剤 0.05

24 トリクロルホン(DEP) 殺虫剤 0.03 74 メソミル 殺虫剤 0.03

25 ピリダフェンチオン　　注） 殺虫剤 0.002 75 ベノミル 殺菌剤 0.02

26 イプロジオン 殺菌剤 0.3 76 ベンフラカルブ 殺虫剤 0.04

27 エトリジアゾール(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) 殺菌剤 0.004 77 シメトリン 除草剤 0.03

28 オキシン銅 殺菌剤 0.04 78 ジメピペレート　　注） 除草剤 0.003

29 キャプタン 殺菌剤 0.3 79 フェントエート（PAP) 殺虫剤 0.004

30 クロロネブ 殺菌剤 0.05 80 ブプロフェジン 殺虫剤 0.02

31 トリクロホスメチル 殺菌剤 0.2 81 エチルチオメトン 殺虫剤 0.004

32 フルトラニル 殺菌剤 0.2 82 プロベナゾール 殺菌剤 0.05

33 ペンシクロン 殺菌剤 0.1 83 エスプロカルブ 除草剤 0.03

34 メタラキシル 殺菌剤 0.06 84 ダイムロン 除草剤 0.8

35 メプロニル 殺菌剤 0.1 85 ビフェノックス　　注） 除草剤 0.2

36 アシュラム 除草剤 0.2 86 ベンスルフロンメチル 除草剤 0.4

37 ジチオピル 除草剤 0.009 87 トリシクラゾール 殺菌剤 0.08

38 テルブカルブ(MBPMC)　　注） 除草剤 0.02 88 ピペロホス　　注） 除草剤 0.0009

39 ナプロパミド 除草剤 0.03 89 ジメタメトリン 除草剤 0.02

40 ピリブチカルブ 除草剤 0.02 90 アゾキシストロビン 殺菌剤 0.5

41 ブタミホス 除草剤 0.02 91 イミノクタジン酢酸塩 殺菌剤 0.006

42 ベンスリド(SAP)　　注） 除草剤 0.1 92 ホセチル 殺菌剤 2

43 ベンフルラリン(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) 除草剤 0.08 93 ポリカーバメート 殺菌剤 0.03

44 ペンディメタリン 除草剤 0.1 94 ハロスルフロンメチル 除草剤 0.3

45 メコプロップ(MCPP) 除草剤 0.005 95 フラザスルフロン 除草剤 0.03

46 メチルダイムロン　　注） 除草剤 0.03 96 チオジカルブ 殺虫剤 0.08

47 アラクロール 除草剤 0.01 97 プロピコナゾール 殺菌剤 0.05

48 カルバリル(NAC) 殺虫剤 0.05 98 シデュロン 除草剤 0.3

49 エディフェンホス(ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ､EDDP) 殺菌剤 0.006 99 ピリプロキシフェン 殺虫剤 0.3

50 ピロキロン 殺菌剤 0.04 100 トリフルラリン 除草剤 0.06

51 フサライド 殺菌剤 0.1 101 カフェンストロール 除草剤 0.008

注）失効農薬 102 フィプロニル 殺虫剤 0.0005

9
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農薬名 用途

表 (５)　　　農薬類の対象農薬リスト

殺虫剤69

番号 農薬名 用途 番号



（図-１）

平成26年度水質検査予定

浄水基準項目検査（16箇所）
・毎月9項目の検査、3ヶ月に１回51項目の検査

松尾谷ポンプ場

東川登公民館

西川登公民館

　　　　　　永島配水池 矢筈公民館

　　　　　　大峠配水地 下山公園

　　　　　　下山ポンプ場 谷川内公民館

　　　　　　朝日公民館 八竜浄水場

浄水基準項目検査（4箇所）
・毎月9項目の検査

上記の検査以外に下記の検査についても
実施します。

毎日検査3項目（個人委託。給水栓8箇所）

水質管理目標設定項目（6箇所）

指標菌、クリプトスポリジウム・ジアルジア（4箇所）

原水検査（4箇所）

　　　　　　　　渕ノ尾ダム

　　　　　　　　若木取水場

　　　　　　　　渕ノ尾ダム

　　　　　　　　踊瀬取水場

　　　　　　　　庭木取水場

農薬検査（4箇所）

若木取水場

　　　　　　　　庭木取水場 仙平堰取水場

　　　　　　　　踊瀬取水場 若木取水場

　　　　　　　　庭木取水場 仙平堰取水場

若木取水場

仙平堰取水場

第２浄水場

　　　　　　　　仙平堰取水場 大野浄水場

渕ノ尾浄水場

武 雄 市 水 道 給 水 区 域 図

　　　　　　渕ノ尾浄水場

　　　　　　第２浄水場

　　　　　　大野浄水場

　　　　　　橘公民館

　　　　　　川内公民館

　　　　　　今山公民館

船の原公民館

原田生活センター

杉岳公民館

船の原公民館 

下山公園 

今山公民館 

犬走浄水場 

大野浄水場 

谷川内公民館 

第２浄水場 

松尾谷ポンプ場 

 

永島配水池 

朝日公民館 

渕ノ尾浄水場 

下山ポンプ場 

東川登公民館 

 

橘公民館 

西川登公民館 

矢筈公民館 

川内公民館 

 

杉岳公民館 

八竜浄水場 

大峠配水池 

原田生活センター 

犬走ダム 

仙平堰取水場 

若木取水場 

庭木取水場 

渕ノ尾ダム 踊瀬取水場 


